
2・12・15　市役所☎（042）325－0111
4市 報 国

こく

分
ぶん

寺
じ

参

画

公

開

く
ら
し

市
役
所
へ
の
申
し
込
み・問
い
合
わ
せ
の
時
間
は
、
特
記
が
な
い
場
合
は
月
〜
金
曜
日
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

リ
サ
イ
ク
ル

ま
ち
づ
く
り
市
民
会
議

公
募
委
員
募
集

ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
た
め

に
必
要
な
事
項
等
を
審
議
す
る
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

t
令
和
３
年
５
月
１
日
現
在
１８
歳
以

上
の
方
で
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
心
と

熱
意
が
あ
り
、
会
議
（
月
曜
日
～
金

曜
日
の
昼
間
に
年
数
回
開
催
予
定
）

に
出
席
で
き
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
〇
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
〇
市
内
で
事
業
を
営
む
方
〇

市
内
の
土
地
や
建
物
の
所
有
権
等
の

権
利
を
有
す
る
方
〇
本
市
の
ま
ち
づ

く
り
に
関
し
て
活
動
を
行
う
方
※
市

の
他
の
附
属
機
関
の
公
募
委
員
を
除

くc
７
人
以
内

任
期
令
和
３
年
５
月
頃
か
ら
２
年
間

報
酬
９
千
５００
円
／
回

m
令
和
３
年
１
月
１５
日
㈮
ま
で
に
、

作
文
「
公
民
連
携
の
ま
ち
づ
く
り
に

必
要
な
視
点
に
つ
い
て
」
を
８００
字
以

内
に
ま
と
め
、
住
所
・
氏
名
・
性
別
・

年
齢
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
a

machisuishin@city.kokubun
ji.tokyo.jp

、
v
０
４
２・３２４・０
１
６

０
、直
接
ま
た
は
郵
送
（
消
印
有
効
）

で
〒
１８５
―
８５０１
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

選
考
方
法
作
文
審
査
※
作
文
は
情
報

公
開
の
対
象
。
返
却
不
可

募
集
要
項
配
布
場
所
ま
ち
づ
く
り
推

進
課
、
各
公
民
館
・
地
域
セ
ン
タ
ー

で
※
市
ＨＰ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

�

→
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（
内
４５９
）

公
開
し
て
い
ま
す

●
農
業
委
員
会
総
会

d�

１２
月
１８
日
㈮
午
前
９
時
３０
分
～

b
市
役
所
第
５
庁
舎
１
階
会
議
室

�

→
農
業
委
員
会
事
務
局
（
内
３９４
）

●
環
境
審
議
会

d�

１２
月
２２
日
㈫
午
前
９
時
３０
分
～
１１

時
３０
分

b
市
役
所
プ
レ
ハ
ブ
会
議
室
第
１

n
令
和
２
年
度
環
境
報
告
書
〔
令
和

元
（
平
成
３１
）
年
度
実
績
報
告
〕
等

に
関
し
て

�

→
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
（
内
３５６
）

●
緑
化
推
進
協
議
会

d�

１２
月
２３
日
㈬
午
前
９
時
３０
分
～
１１

時
３０
分

b
市
役
所
第
１
庁
舎
３
階
第
一
・
二

委
員
会
室

n
緑
の
保
護
と
推
進
に
関
し
て

�

→
緑
と
建
築
課
（
内
３５４
）

●
教
育
委
員
会
定
例
会

d�

１２
月
２４
日
㈭
午
前
９
時
３０
分
～

b
ひ
か
り
プ
ラ
ザ

→
教
育
総
務
課
☎
０
４
２
・
５７４
・
４

０
４
０

●
環
境
推
進
管
理
委
員
会

d�

１２
月
２４
日
㈭
午
後
２
時
３０
分
～

b
市
役
所
書
庫
棟
会
議
室

n
環
境
基
本
計
画
実
施
計
画
の
実
績

に
関
す
る
進
捗
管
理

�

→
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
（
内
３５６
）

●
選
挙
管
理
委
員
会
定
例
会

d
令
和
３
年
１
月
５
日
㈫
午
前
９
時

３０
分
～

b
市
役
所
プ
レ
ハ
ブ
会
議
室
第
３

�
→
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局（
内
３６８
）

令
和
３
年
１
月
１７
日
㈰
午
後
１
時

３０
分
～
３
時
３０
分

い
き
い
き
セ
ン
タ
ー

介
護
予
防
体
操

い
き
い
き
セ
ン
タ
ー
自
主
事
業

い
つ
ま
で
も
元
気
に
暮
ら
せ
る
よ

う
に
楽
し
く
体
操
を
し
ま
せ
ん
か
。

t
市
内
在
住
の
４０
歳
以
上
の
方

k
中
村
香
代
さ
ん（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
パ

ド
ル
ジ
ャ
ー
ク
ス
体
操
協
会
）

c�

１５
人
e�

３００
円

m�

１２
月
１６
日
㈬
午
前
９
時
か
ら
電
話

で
い
き
い
き
セ
ン
タ
ー
☎
０
４
２
・

３２８
・
６
４
８
６
へ
※
先
着
順

f
タ
オ
ル
・
室
内
履
き
・
飲
み
物

z
動
き
や
す
い
服
装
で
参
加
。
車
で

の
来
場
不
可

→
健
康
推
進
課
☎
０
４
２
・
３２１
・
１

８
０
１

母
子
保
健
相
談

オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
実
施

従
来
の
方
法
に
加
え
て
、
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
相
談
も
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

t
妊
娠
・
子
育
て
中
の
方

m
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
準
備
の
う

え
、
電
話
で
健
康
推
進
課
へ

→
健
康
推
進
課
☎
０
４
２
・
３２１
・
１

８
０
１

令
和
３
年
１
月

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

円
卓
会
議

国
分
寺
子
育
て
支
援
事
業
者
連
絡

協
議
会
と
市
の
協
働
開
催
で
す
。

d
令
和
３
年
１
月
１２
日
㈫
午
後
３
時

３０
分
～
４
時
３０
分

b
市
役
所
書
庫
棟
会
議
室

t
子
ど
も
に
関
す
る
活
動
を
市
内
で

行
っ
て
い
る
個
人
・
団
体

→
子
育
て
相
談
室
☎
０
４
２
・
５７２
・

８
１
３
８

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の

証
明
書
交
付
の
停
止

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
戸
籍
関
係
証

明
書
の
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
停
止
し
ま

す
。
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

停
止
期
間
１２
月
２２
日
㈫
午
後
７
時
～

２３
日
㈬
午
前
６
時
３０
分

�

→
市
民
課
（
内
３３８
）

市
民
課
休
日
窓
口

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付

予
約
制

d
令
和
３
年
１
月
９
日
㈯
午
前
９
時

～
正
午

b
市
民
課
（
市
役
所
第
１
庁
舎
）

t
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
し
て
い

て
交
付
通
知
書
が
届
い
て
い
る
方

c�

４０
人

m�

１２
月
１７
日
㈭
～
令
和
３
年
１
月
６

日
㈬〔
土
・
日
曜
日
、
１２
月
２９
日
㈫

～
１
月
３
日
㈰
は
除
く
〕
午
前
９
時

～
正
午
・
午
後
２
時
～
５
時
に
電
話

で
市
民
課
予
約
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０

４
２
・
３２５
・
０
２
２
５
へ
※
先
着
順

�

→
市
民
課
（
内
３３８
）

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
を 

さ
れ
て
い
な
い
方
へ

交
付
申
請
書
を
送
付

個
人
番
号
カ
ー
ド
普
及
促
進
の
一

環
と
し
て
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付

申
請
書
が
１２
月
下
旬
よ
り
順
次
、
地

方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か

ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
ご
申
請
く
だ
さ
い
。
※
令
和
２
年

度
中
に
出
生
や
国
外
転
入
に
よ
り
通

知
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
通
知
書

の
送
付
を
受
け
た
方
等
を
除
く
。
７５

歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被

保
険
者
の
方
に
は
別
途
送
付
予
定
。

�

→
市
民
課
（
内
３３８
）

口
座
振
替
済
額
の

通
知
書
を
郵
送

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

１
月
～
１２
月
に
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
口
座
振
替
で
納
付
し
た
方

へ
、
口
座
振
替
済
額
の
通
知
書
を
令

和
３
年
１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

届
き
ま
し
た
ら
内
容
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

�

→
保
険
年
金
課
（
内
３１９
）

おれんじＣａｆｅサンライト
d12日・26日（火）午後1時～4時
b特別養護老人ホームサンライト（西町1-31-2）
t認知症の方やその家族、地域の方
e100円　i☎（042）595-7351
 →高齢福祉課☎（042）321-1301

令和令和33年年11月のおれんじ月のおれんじＣａｆｅＣａｆｅ

　事前に電話で高齢福祉課へご連
絡ください。
d 令和3年1月4日（月）
　午後1時30分～4時
bいずみプラザ※当日直接会場へ
t 認知症の人を介護している方、

介護を経験した方
e無料
→高齢福祉課☎（042）321-1301

認知症の人を
支える
家族懇談会

ほっ！とできる場

今月は次の保険料の納期です。
介護保険料5期・後期高齢者医療保険料5期
納期限　12月25日（金）
保険
料名 介護保険料 後期高齢者

医療保険料

問い
合わせ

高齢福祉課
（いずみプラザ内）
☎（042）321-1301

保険年金課
（市役所第1庁舎）

（内319）
※年金天引きの方は12月15日（火）に天引き

今月の保険料

今月の市税

お近くの金融機関などで納付をお願いします
〔ゆうちょ銀行（郵便局）では納期限後は納付
できません〕／市税を納付いただくときは、税
目・期別を確認してください／市税の納付は、
便利な口座振替をご利用ください／バーコー
ド、確認番号などが付いている納付書はコン
ビニエンスストア・モバイルレジ・クレジット
カード（インターネット利用）でも納付いただ
けます（納期限まで）。詳しい納付方法はお問
い合わせください

税目 納期限
固定資産税・都市計画税（第3期）

12月25日（金）
国民健康保険税（第6期）

→納税課（内553）

日時 12月27日（日）
午前8時30分～午後5時

場所 納税課（市役所第1庁舎）

　市税のほか、納期限内のもので納付書をお持
ちいただいたものに限り、負担金・使用料など
も納付できます。また、納税相談もできます。

■休日納税窓口

譲って
ください

卓上ミシン、掃除機、
ＣＤプレイヤー、電話
機、シングルベッド、
キャスターボード、ギ
ター、大人用自転車、
車いす、熊手、毛糸

譲ります

ステレオ、電気ポット、
扇風機、たんす、ジュニ
アシート、マウンテン
バイク、大人用スキー
板、ゴルフセット、ＬＰ
レコード、水槽、ひな人
形、腹筋マシン、哺乳瓶
消毒器、おくるみ、ベビ
ーカー、チャイルドシ
ート

→ごみ減量推進課☎042（300）-5303

譲渡は無料です。当事者間でやり取
りしてください。詳しくは電話でお
問い合わせください

リサイクルコーナーリサイクルコーナー

　政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ること
は、時期や理由を問わず法律で禁止されています。ま
た、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止さ
れています。寄附禁止のルールを守って、明るい選挙
を実現しましょう。

禁止される寄附の例
運動会・スポーツ大会への飲食物の差し入れ
／お中元・お歳暮／落成式・開店祝いの花輪
／病気見舞い／葬式の花輪・供花／結婚祝い・
香典（＊）／入学祝い、卒業祝い／町会の集
会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差
し入れ／お祭りへの寄附や差し入れ

（＊） 政治家本人が自ら結婚披露宴・葬儀等に
出席するときは、罰則が適用されない場
合があります。

→選挙管理委員会事務局（内368）

有権者有権者はは求求めない。めない。
政治家政治家はは贈贈らない。らない。

12月・1月は政治家の寄
き

附
ふ

禁止強化月間




